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北海道教育庁学校教育局参事（生徒指導・学校安全） 齊 藤 順 二   
   学校等と法務省の人権擁護機関との連携強化について（通知） 

 このことについて、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長から別添写しのとおり通知が

ありましたので通知します。 

 いじめの防止等のための各学校及び教育委員会における的確な対応については、これまで

も通知等によりお願いしてきたところであり、その取組の一つとして、法務省の人権擁護機

関との連携強化に積極的に取り組んでいただいているところです。 

いじめをはじめとする児童生徒の人権侵害事案の発生防止及び早期解決のためには、学校

等と法務省の人権擁護機関との連携を強化することが重要と考えられ、特に、いじめを未然

に防止するためには、道徳教育や人権教育の充実等により、他人の気持ちを共感的に理解で

きる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態

度を養うことが重要です。 

つきましては、学校等から人権擁護機関に対して「人権教室」の開催を働きかけることや

道徳科等において積極的に活用を検討すること、また、教育委員会等が教職員を対象とした

人権研修や教職員・保護者向けの講演会を実施することなど、いじめをはじめとする児童生

徒の人権侵害事案の発生防止及び早期解決のための取組を一層推進するようお願いします。  
（生徒指導・学校安全グループ）  
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